
日向市実行委員会

第２回総務企画専門委員会

日時 令和８年１月８日（木）1０時

会場 日向市中央公民館 第４研修室



日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 第２回総務企画専門委員会

次 第

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 事務局紹介

４ 議 事

(１) 報告事項

・報告第１号 総務企画専門委員会委員の変更等 …………………Ｐ 1

・報告第２号 本大会及び競技別リハーサル大会の日程 …………………Ｐ 2

・報告第３号 先催県の視察概要 …………………Ｐ 3

・報告第４号 企業協賛について …………………Ｐ11

・報告第５号 市民運動取組状況について …………………Ｐ24

(２) 審議事項

・議案第１号 日向市識別用品整備要項（案） …………………Ｐ33

・議案第２号 日向市遺失物・拾得物取扱要項（案） …………………Ｐ35

・議案第３号 日向市保険加入要項（案） 　…………………Ｐ47

・議案第４号 日向市リハーサル大会ボランティア業務計画（案）………Ｐ50

・議案第５号 日向市歓迎装飾・おもてなし実施要項（案）………………Ｐ58

・議案第６号 日向市案内所・休憩所設置運営要項（案）…………………Ｐ59

・議案第７号 日向市売店設置運営要項（案） …………………Ｐ61

５ その他

６ 閉 会



日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会

総務企画専門委員会委員の変更等

（１）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会会則第13条に基づき、総務企画専

門委員会の委員を変更しましたので報告します。

（順不同・敬称略）

所属団体等 新任者 前任者

日向市小学校校長会 会長 山元 雅彦 原口 靖

宮崎県県立学校長協会 日向地区理事 西國原 総代 鬼束 美和

日向市福祉部福祉課 課長 平岡 稔 多田 好太郎

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 課長 佐藤 喜一郎 寺田 雅彦
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競技 種別 参加数 競技日程 備考

［デモスポ］
サーフィン

【予定】
スペシャルクラス
オープンクラス
ビギナークラス
レディースクラス

【予定】
100名程度

令和9年4月18日（日）【１日間】
サーフィン教室も実施予定

バレーボール
（ビーチバレーボール）

少年男子
少年女子

男女各24チーム 令和9年9月9日（木）～12日（日）【４日間】

ソフトボール
少年男子
少年女子

男女各13チーム 令和9年9月27日（月）～29日（水）【３日間】
［練習会場］
大王谷運動公園野球場、富島高校、日向工業高校、
東郷グランド、富島中学校、財光寺中学校

バスケットボール
少年男子
少年女子

男女各24チーム
令和9年10月1日（金）～5日（火）【５日間】
※日向市総合体育館（少年女子）は10月3日～5日のみ実施
※宮崎県立日向高等学校体育館（少年女子）は10月1日～2日のみ実施

［練習会場］
日向中学校、大王谷学園、東郷学園、平岩小中学校、
財光寺南小学校、日知屋東小学校

軟式野球 成年男子 全32チーム
令和9年10月2日（土）～5日（火）【４日間】
※10月3日は日向市での開催なし

［練習会場］
大王谷運動公園野球場

［障スポ］
ブラインドベースボール

身体 全7チーム
【予定】
令和9年10月23日（土）～24日（日）【２日間】

令和8年3月頃に正式決定

競技（種別） 競技会場 参加数 競技日程 備考

バレーボール
（ビーチバレーボール）

お倉ケ浜海岸特設会場
【予定】
男女各24チーム

【予定】
令和8年6月27日（土）～28日（日）

令和8年2月頃に正式承認

ソフトボール お倉ケ浜総合公園野球場 全32チーム
令和8年9月12日（土）～14日（月）【予備日：9月15日（火）】
※9月14日は宮崎市のみで実施

［練習会場］
お倉ケ浜総合公園運動広場

軟式野球 お倉ケ浜総合公園野球場 全27チーム
令和8年10月31日（土）～11月2日（月）【予備日：11月3日（火）】
※11月2日は延岡市のみで実施

［練習会場］
大王谷運動公園野球場

バスケットボール
日向市総合体育館
宮崎県立日向高等学校体育館

男女各24チーム
令和9年2月19日（金）～21日（日）
※2月21日は日向市総合体育館のみで実施

ブラインドベースボール
（身体）

お倉ケ浜総合公園運動広場
【予定】
全6チーム

令和9年6月12日（土）～13日（日）

本大会及び競技別リハーサル大会の日程

（１）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ
≪日程順≫

競技会場

お倉ケ浜海水浴場

お倉ケ浜海岸特設会場

お倉ケ浜総合公園野球場（少年男子）
お倉ケ浜総合公園運動広場（少年男・女）
お倉ケ浜総合公園第２多目的広場（少年女子）

日向市総合体育館（少年男・女）
宮崎県立日向高等学校体育館（少年女子）
※少年女子は美郷町と共催

お倉ケ浜総合公園野球場
※延岡市、門川町、西都市、高鍋町及び川南町と共催

お倉ケ浜総合公園運動広場

（２）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 競技別リハーサル大会
≪日程順≫

大会名

【予定】
第12回 全九州ビーチバレーボールジュニア選手権（岩崎杯）大会

皇后杯 第78回全日本総合女子ソフトボール選手権大会
※宮崎市及び延岡市と共催

第30回 西日本軟式野球選手権大会
※延岡市、門川町、西都市、高鍋町及び川南町と共催

第57回 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会
※都城市で男子、日向市及び美郷町で女子を共催

令和9年度 全国障害者スポーツ大会 九州ブロック予選会
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総務企画　

【ソフトボール】（高島市）
記念品

【卓球】（野洲市）
視察員ADカード

【レスリング】(栗東市)
大会関係者識別品

【卓球】(野洲市)
遺失物・拾得物対応

【バスケットボール】（大津市)
大会関係者識別品

【軟式野球】（近江八幡市）
お成り用座席
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財務　

【ビーチバレーボール】（長浜市）
協賛品（提供）横断幕

【ソフトボール】(草津市)
協賛品（提供）フラッグ

【ソフトボール】（守山市）
協賛社名入り庁舎装飾

【ソフトボール】（守山市）
協賛品（提供）のぼり旗

【レスリング】（栗東市）
協賛品（提供）公用車
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広報　

【ソフトボール】（守山市）
市役所内のカウントダウン装飾

【ビーチバレーボール】（長浜市）
ラッピング電車

【バドミントン】(大津市)
駅構内展示物（日常の動作と開催競
技の消費カロリーを比較）

【ソフトボール】(草津市)
駅エレベーター装飾

【ソフトボール】（守山市）
国スポ装飾ラッピングポスト

【ソフトボール】(草津市)
駅前歩道橋設置の横断幕
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広報　

【バスケットボール】（草津市）
国スポチャンネル配信

【バレーボール】（守山市）
大会プログラム・国スポチャンネル二
次元コード

【バスケットボール】（大津市）
駅の階段装飾

【バドミントン】(大津市)
駅構内展示物

【バドミントン】（大津市）
開催競技 体験コーナー
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【バドミントン】（大津市）
学校応援の様子

【ソフトボール】（草津市）
手作り応援のぼり旗

市民運動

【レスリング】（野洲市）
園児の手形による応援メッセー
ジ

【卓球】（野洲市）
手作り応援旗

【ビーチバレーボール】（長浜市)
学校応援の様子
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【フェンシング】(大津市)
無料ドリンクの配布

【ソフトボール】(草津市)
案内所にてスタンプラリーの開催

【ビーチバレーボール】（長浜市）
お土産、国スポグッズ 売店

【ソフトボール】(草津市)
ふるまい品の配布（メロンシャーベット）

【ソフトボール】(草津市)
草津駅 総合案内所の設置

観光・おもてなし　
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【レスリング】(栗東市)
会場内休憩所の様子

【バレーボール】(草津市)
会場内歓迎装飾

【レスリング】（栗東市）
JA婦人部によるふるまい（チャーハン)

【レスリング】(栗東市)
ふるまい品（チャーハン）

【フェンシング】(大津市)
会場内 観光PRブースの設置

観光・おもてなし　

【ソフトボール】(草津市)
草津駅前ロータリー歓迎装飾
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市協賛取扱基準（案）

１ 趣旨

この基準は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市協賛取扱要項第 6に規定する

「協賛への謝意」に関して、次のとおり定める。

２ 謝意実施基準

協賛者への謝意を表明する基準については、次のとおりとする。

３ 協賛者名掲載基準

報告書等に協賛者名を掲載する基準については、次のとおりとする。

※ 協賛物品の種類や使用が想定される場所により、掲載できない場合あり。

備考

（１）個人協賛は求めないこととするが、申し出があった場合は、別途協議のうえ対応

する。

（２）協賛物品等については、市価に金額換算して対応する。金額換算が困難であるも

のについては、別途協議のうえ対応する。

協賛者 評価額 感謝状等 対応方法 贈呈者

企
業
・
法
人
・
団
体

50 万円以上 感謝状 贈呈式 会長または副会長

50 万円未満

10 万円以上
感謝状 持参

事務局長または

事務局次長

10 万円未満 礼状 郵送 ―

協賛者 評価額 ホームページ 報告書等 協賛物品
愛称等を使用

したフレーズ

企
業
・
法
人
・
団
体

10 万円以上

協賛者バナー

貼付、写真及

び記事掲載 協賛者名

掲載

協賛者名

掲載（※）

使用可

10 万円未満 協賛者名掲載
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（３）贈呈式については、協賛者の意向等を確認のうえ実施する。

（４）愛称等を使用したフレーズの使用の範囲については、商品や商品広告を除く自社

の広報活動や社会貢献活動に限り、次の例により無償で使用できるものとする。な

お、協賛者の愛称等を使用したフレーズの掲載については、事前に実行委員会に内

容確認のうえ使用することとする。

＜使用可能な表現例＞

・○○社は、第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会日向市開催

競技を応援しています。

・○○社は、第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会日向市開催

△△競技会の協賛企業です。

・○○社は、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ日向市開催競技を応援しています。

※市町村・競技を限定せずに、大会全体を指す呼称は使用できません。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会
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開 催 年　　　　　令和９年（２０２７年）年

大会名称　　　　　第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会

愛　　　称　　　　　日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

スローガン　　　　紡(つむ)ぐ感動　神話となれ

マスコット　　　　　みやざき犬

会　　期 

　　　　　　　【国民スポーツ大会】  令和９年　９月26日(日)～10月６日(水)　11日間

　　　　　　　【全国障害者スポーツ大会】 令和９年10月23日(土)～25日(月) ３日間

国スポ・障スポ大会　概要
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　■日向市開催競技

競技種目 種別 会場 延参加者数
（見込み）

国スポ正式競技

　ビーチバレーボール 少年男女 お倉ヶ浜海岸
特設会場 5,400人

　バスケットボール 少年男女 日向市総合体育館、
日向高校体育館

14,800人

　軟式野球 成年男子
お倉ヶ浜総合公園

野球場 2,200人

　ソフトボール 少年男女
お倉ヶ浜総合公園
野球場、運動広場、
第２多目的広場

5,900人

デモスポ 　サーフィン お倉ヶ浜海水浴場 500人

障スポ正式競技 　ブラインドベースボール 身体
お倉ヶ浜総合公園

運動広場
1,100人

延参加者数（選手・監督、大会関係者、観覧者） 29,900人
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競技 種別 会場

2027年（令和9年）9月 2027年（令和9年）10月

9 10 11 12 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 23 24 25

木 金 土 日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 土 日 月

国
ス
ポ

ビーチ
バレーボール

少年
男子
少年
女子

お倉ヶ浜
海水浴場

総
合
開
会
式

総
合
閉
会
式

ソフトボール

少年
男子
少年
女子

お倉ケ浜
総合公園
・野球場
・運動広場
・第2多目
的広場

バスケット
ボール

少年
男子

日向市総合
体育館

少年
女子

日向市総合
体育館

日向高校体
育館

軟式野球
共催：延岡市、  

日向市、

高鍋町、
川南町、
門川町、

     西都市

成年
男子

お倉ケ浜
総合公園
・野球場

障
ス
ポ

ブラインド
ベースボール 身体

お倉ケ浜
総合公園
・運動広場

　■本大会日程
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企業協賛の概要

１ 目的 
　日向市実行委員会では、日本のひなた宮崎国スポ・障スポを成功させるため、以下の
観点から企業・団体の皆様からのご協力とご支援をいただきたいと考えております。 

　⑴ 事故、感染症等への対策をした、安心・安全な大会運営 

　⑵ 市民の気勢が込められた、熱く楽しい大会の開催 

　⑶ 全国から訪れる選手等に対する、市民一体の心のこもったおもてなし 

　⑷ 日向市の多彩な魅力の発信 

２ 募集内容 

　⑴ 協賛の方法 
　　原則として、物品の提供か貸与とさせていただきます。
　※ 発注等を日向市実行委員会に一任いただき、協賛者様は請求書等による支払
　　　処理のみ行うといった対応とすることも可能です。 

　⑵ 受付期間 
　　日向市開催競技の終了日（令和９年１０月２５日）まで 

　⑶ 受け入れる物品（以下「協賛物品」という。）の種類 
　　① 大会運営に使用する衛生用品（除菌ウェットティッシュなど） 
　　② 広報啓発物品（うちわやボールペンなど） 
　　③ 歓迎装飾物品（のぼり旗） 
　　④ その他（広告枠の提供、選手等のおもてなしとなる自社製造のお土産品など） 

　⑷ 費用負担 
　　協賛品の移送、搬入、設置、撤去等の費用は、原則として協賛者様のご負担とさせ
　ていただきます。 

３ 企業協賛のメリット 

　⑴ 企業・団体のイメージアップ 
　　市実行委員会では、協賛いただいた企業・団体へ以下の対応を行うことで、認知度
　の向上、社会貢献による好感度の向上等、イメージアップにつなげるよう取り組みます。
 
　　・ 協賛者名を表示（名入れ）された協賛物品を各所で使用します。 
　　　※ 競技施設内で使用する物品には制限等あるので、後述の留意事項を御確認
　　　　　ください。 

　　・ 本大会では、競技会場に看板を設置し、協賛者名を掲載します。 
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　　・ 市実行委員会ホームページやＳＮＳアカウント（Instagram）などで協賛者名
　　　を掲載します。 

　　・ 大会報告書に協賛者名を掲載します。 

　　・ 自社製造の飲食物等をふるまい等で協賛いただける場合には、市外から来られた
　　　選手・監督等へ提供・販売ができる機会を提供します。 

　　・ 賞品、商品広告を除く自社の広報活動や社会貢献活動に限り、協賛者である旨
　　　のフレーズを使用可能とします。 

　＜例＞
　　○○社は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市開催競技を応援しています。 
　　※ フレーズの内容には制限等ありますので、協賛の連絡の際、ご相談ください。 

　⑵ 法人税、所得税の節税 
　　法人税、所得税の必要経費または損金に計上でき、企業・団体の節税につながります。 
　　詳しくは下記の国税庁ホームページでご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/hojin
/006/besshi.htm

＜連絡先＞
　　日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会
　　（日向市経済戦略部国スポ・障スポ推進課内）

　　TEL：０９８２－５２－５９０１　
　　Mail：koku-shouspo2027@hyugacity.jp

日向市実行委員会特設ホームページ

日向市実行委員会公式インスタグラム
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謝意及び協賛者名等の掲載基準

１ 謝意の実施基準
　協賛への謝意の実施基準は以下のとおりです。

  

 

２ 協賛者名等の掲載基準  
　日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会ホームページ等への協賛者名など
の掲載基準は、以下のとおりです。

　※１ 協賛物品の種類や使用が想定される場所により、掲載できない場合があります。
　　（詳細は次頁の留意事項、各物品の詳細をご確認ください。） 

　※２ フレーズの内容には制限等ありますので、協賛の連絡の際、ご相談ください。

総額(相当額) 感謝状等 対応方法 贈呈者

５０万円以上 感謝状 贈呈式 会長又は副会長

５０万円未満
１０万円以上 感謝状 持参 事務局長

又は事務局次長

１０万円未満 礼状 郵送 ー

総額
(相当額)

協賛者名などの掲載 愛称等を使用
したフレーズホームページ 報告書等 協賛物品

１０万円以上 バナー貼付、写真
及び記事を掲載 協賛者名を

掲載
協賛者名掲載

（※１）
使用可 

（※２）
１０万円未満 協賛者名を掲

載 
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協賛ご検討に際しての留意事項

１　協賛物品の品目や数量はご相談ください。 

　カタログに掲載している品目や数量は一例です。ご予算やご希望に応じて調整いたしま
すので、お気軽にご相談ください。 

２　協賛物品の品目は先着順です。 

　必要数量に達したものは、受け入れを停止するため、ご意向に沿えない場合がございま
す。希望する特定の品目がある場合は、お早目にお申し出ください。 
 　同時期の申し出がある場合は、必要数量、使用する場所の関係により、複数の団体が
共同で協賛していただく等の提案をさせていただくことがあります。 

３　協賛者名の表示には制限があります。 

　⑴ 協賛物品についての使用時期、使用場所、配布先等については、大会運営にも
　　　影響することから、市実行委員会で決定させていただきます。 

　⑵ 競技施設内で使用、着用、掲示等する物品は、原則、協賛者名の表示ができま
　　　せん。 

４　協賛企業の呼称使用

　公益財団法人日本スポーツ協会（以下「JSPO」という。）及び県が共同で実施する企
業協賛制度において定める呼称（JAPAN GAMES パートナー、オフィシャルスポンサー、
オフィシャルサポーター、ゴールドサプライヤー、オフィシャルサプライヤー、大会協力企業）は
使用できません。

＜使用可能な表現例＞

・○○社は、第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会
日向市開催競技を応援しています。

・○○社は、第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会
日向市開催△△競技会の協賛企業です。

・○○社は、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ日向市開催競技を応援してい
ます。

20



　
＜使用できない表現例＞

・○○社は、第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会を
応援してます。

・○○社は、第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会
の協賛企業です。

・○○社は、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポを応援しています。

※市町村・競技を限定せずに、大会全体を指す呼称は使用できません。 

≪参考≫滋賀県大会の開催市における協賛者名の表示

【滋賀県草津市】

【滋賀県高島市】 【滋賀県守山市】
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事務手続きフロー

企業・団体の皆さま 日向市実行委員会
事務局

市実行委員会特設ホームペー
ジのフォーム、FAXまたは電
話で、協賛についての連絡・
相談

協賛内容の検討 ・協賛についての説明
・日向市実行委員会の意向を踏 
まえた内容の打診

連絡・相談内容の確認

協賛申込書の受領

協賛申込書の提出

協賛物品の発注

日向市実行委員会事務局へ協
賛物品の納品

・協賛受領書の交付
・謝意の調整または実施

協賛物品の受領

協賛受領書の受領
・謝意に係る写真撮影
（10万円以上の場合）

ホームページ掲載用バナー画
像の提供
（10万円以上の場合）

ホームページ対応
10万円以上：バナー＆写真＆
      記事掲載
10万円未満：協賛者名掲載
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No. 種類 協賛希望物品 協賛者名の表示(名入れ)
等の可否 ページ

１
観戦用物品

スティックバルーン ×

２ ハンドクラッカー ×

３

広報啓発用物品
等

除菌ウェットティッシュ ○

４ スポーツタオル ○

５ アイシングバック(氷のう) ○

６ ボールペン ○

７ メモ帳 ○

８ うちわ ○

９ コットンバッグ ○

１０ 懸垂幕 ○

１１
歓迎用装飾物品

のぼり旗 ○

１２ 会場外施設用横断幕 ○

協賛希望物品一覧表(目次)

　日向市実行委員会では、ＳＤＧｓの取り組みを推進するため、可能な限り環境負荷の
少ない物品の活用を目指しています。
　環境負荷に配慮して製作できる可能性のある製品をお願いします。なお、各種マークは
下記の通りです。

マーク 概要

　エコマーク (公財)日本環境協会が制定するエコマーク認定基準に
基づいて認定された商品

　バイオマスマーク 生物由来の資源(バイオマス)を利用した商品
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 日向市市民運動基本計画
これまでの取組状況と今後の計画

(１) 市民一人ひとりの参加で盛り上げる大会

Ｒ７年度

Ｒ８年度

(リハ大

会）

Ｒ９年度

(大会年

度)

①大会運営のサポートやボランティア活動への参加促進

ア 参加者の募集(競技会場の運営や広報活

動、美化活動に従事するボランティアの募

集)

イ マニュアルの作成(参加者に配布する業

務内容を掲載したマニュアルを作成)

ウ 研修会の開催(参加者に対し、必要に応

じて研修会を開催)

②競技会場での観戦や応援の促進

ア 情報の発信(広報紙やＳＮＳ等を通じて

競技のみどころを発信)

イ ガイドブック配布(競技への関心を高め

るため、観戦ガイドブック等を配布)

ウ 観戦希望調査(学校単位での観戦機会を

創出)

エ 応援グッズ等配布(競技会を盛り上げる

ため観戦時に配布)

③大会関連イベントへの参加

ア カウントダウンイベント(大会開催まで

の節目となる時期にカウントダウンイベン

トを開催)

(２) 心のこもった温かいおもてなしで来訪者を迎える大会

Ｒ７年度 Ｒ８年度

Ｒ９年度

(大会年

度)

①花いっぱい運動、クリーンアップ運動の展開

ア 協力者の募集(会場や市内を装飾する花

を育てて頂く学校・団体等を募集)
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②横断幕や応援のぼり旗などでの歓迎

ア 手作り応援のぼり旗等の作成(各都道府

県を応援するのぼり旗等の作成)

イ 手作り応援のぼり旗等の装飾(競技会場

に手作りののぼり旗等を設置・装飾)

ウ 応援メッセージ(市民や生徒から選手に

対するメッセージを募集)

③おもてなし料理等のふるまい

ア 協力者の募集(訪れる方を温かくお迎え

するため、地元の料理・お菓子等でおもてな

し)

(３) スポーツ・レクリエーションに親しみ、生涯スポーツを推進する大会

Ｒ７年度 Ｒ８年度

Ｒ９年度

(大会年

度)

①大会開催のＰＲ、競技体験会等の開催

②各種スポーツイベントやレクリエーション等への参加

ア 情報の発信(開催競技をＳＮＳ等で紹

介、また期待の選手へのインタビュー記事

の掲載)

イ 競技体験会等の実施(イベント等で開催

競技を体験して頂き、より身近に感じても

らう)

(４) 日向市の多彩な魅力を全国に発信する大会

Ｒ７年度 Ｒ８年度

Ｒ９年度

(大会年

度)

①観光情報等の発信

②本市の特産品や郷土料理の紹介、提供

③観光ボランティア活動への参加
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(５) クリーンで快適な大会

Ｒ７年度 Ｒ８年度

Ｒ９年度

(大会年

度)

①クリーンアップ活動への参加促進

ア 市内の清掃美化活動(市内で行われる清

掃活動に合わせてＰＲ、気運醸成につなげ

る)

イ 競技会場及びその周辺の清掃美化活動

(きれいな街で全国から訪れる人をお迎え

する)

②競技会場周辺における交通渋滞の緩和促

進

(大会期間中の交通規制協力の呼びかけ)
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市民運動取組状況について

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会
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■ R７．６月　職員用オリジナルポロシャツ作成　（販売枚数：230着）　

2

 R7年度 機運醸成への取り組み 職員用オリジナルポロシャツ作成

【ネイビー】
【バーガンディ】
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 R7年度 機運醸成への取り組み 日向市実行委員会公式Instagram

日向市実行委員会公式Instagramはじめました

hyuga_kokusuposhousupo

＼ フォローお願いします！ ／

○アカウント情報

　アカウント名：日向　国スポ・障スポ

　ユーザーネーム：hyuga_kokusuposhousupo

　URL：https://www.instagram.com/hyuga_kokusuposhousupo/

■ R7.７月　日向市実行委員会公式Instagram開設
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■カウントダウンボードの製作　⇒　「日向工業高校」へ依頼

 R7年度機運醸成への取り組み カウントダウンボード製作

高校生に製作していただく理由

◆　技術力の向上や実践的な学びの場

◆　地域貢献や社会参加の機会の確保

◆　学校の特色や技術教育のアピール

◆　創造性と独自性の発揮

●日向市役所　庁舎１F　総合窓口付近

●お倉ヶ浜総合運動公園　サンドーム日向1F

●日向市総合体育館　出入口付近

　製作スケジュール(予定)

カウントダウンボードの製作例

設置場所（製作台数：３台）

都城市

小林市弘前市

鳥栖市

大津市

６～７月
★ボードのデザイン、設計(高校)
★必需品のリストアップ(高校・市)

７月～
★材料調達
★製作(高校)

お披露目 ★令和８年２月(６００日前)
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■令和７年度

【イベント】　　　　○R7.８月 ２日（土）　　 ひょっとこ祭り　○R7.１１月 １日（土）　　 なんじゃこりゃスポーツ横丁

　　　　　　　 　　　○R7.10月５日（日）　　オール日向祭　　○R7.１１月 ８日（土）　　 日向市PTA研究大会

　            　 　　○R7.10月11日（土）　十五夜祭り       

【内容】　　　○競技体験コーナー（ストラックアウト、ミニバスケット）、国スポ・障スポ缶バッジ作成、缶バッジ釣り

　　　　　　　　　日向市実行委員会Ｉｎｓｔａｇｒａｍ登録者へ国スポ・障スポオリジナルグッズプレゼント等

 R7年度 機運醸成への取り組み 国スポ・障スポブース出展

（R7.8.2　日向ひょっとこ夏祭りの様子）

ステージＰＲ：県国スポ・障スポ局と合同 ブース出展：正式競技体験コーナー(軟式野球・ソフトボール)　ストラックアウト
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■イメージソングダンス出前授業（宮崎県実行委員会主催）

　2027年大会の開催を広く知っていただくため、宮崎県実行委員会主催で、大会イメージソング「ひなたのチカラ」

　のダンスを踊る出前授業を開催。

 R7年度 機運醸成への取り組み その他

○富島中学校（R7.6.23）

○平岩小中学校（R7.７.2）

32



日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市識別用品整備要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ」（以下「国スポ」という。）において、本

市で開催する競技会の円滑な運営を図るため、競技役員等の識別用品について必要な

事項を定める。

２ 整備品目

識別用品として整備する品目は次のとおりとする。

（１）ＡＤカード

（２）服飾品

（３）その他運営に必要な識別用品

３ 配布対象者

識別用品の配布対象者は、次のとおりとする。ただし簡素化及び効率化を考慮して、

識別用品の一部のみの配布とすることができるものとする。

（１）大会役員

（２）競技役員

（３）競技補助員

（４）競技会係員

（５）競技会補助員

（６）選手・監督

（７）医師・看護師

（８）報道員

（９）視察員

（10）大会関係者

（11）その他日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員会」

という。）が必要と認める者

４ 識別用品の着用

配布対象者は、原則として識別用品を着用しなければならない。
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５ 識別用品のデザイン

識別用品のデザインは、原則として実行委員会が指定するものとし、国スポに従事

する役員、係員等の識別を図ることができるものとする。

６ 識別用品整備委託

本市開催競技団体が、代替品目の整備を希望し、整備品目及びデザインについて、

実行委員会が必要と認めた場合は、当該競技団体へ識別用品の整備を委託することが

できるものとする。その場合、競技団体への委託料の単価については、実行委員会が

整備する服飾品の１人あたりの予算額（以下「予算単価」という。）を超えないもの

とし、１人あたりの実費と予算単価を比較して少ない額を適用するものとする。

７ 競技共催市町実行委員会との協議による整備

他市町実行委員会と共催で実施する競技に係る識別用品については、当該実行委員

会と協議の上、整備するものとする。

８ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における識別用品整備については、必要に

応じてこの要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、識別用品の整備について必要な事項は、別に定め

る。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市遺失物・拾得物取扱要項（案）

１ 趣旨

この要項は、遺失物法（平成１８年法律第７３号）に基づき、「日本のひなた宮崎国

スポ」において、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委

員会」という。）が占有する競技会場、練習会場、駐車場等で、遺失物及び拾得物の届

出があった場合の取扱いについて、必要な事項を定める。

２ 取扱い及び保管

（１）遺失物及び拾得物の届出先は、各競技会場の受付案内所とし、日本のひなた宮崎

国スポ・障スポ日向市実施本部（以下「実施本部」という。）の受付案内係が取扱

業務及び一時保管を行うものとする。

（２）実施本部受付案内係は、その日の業務終了までに落とし主が判明しない場合は、

各競技会場の実施本部総務係に引き継ぐものとする。

（３）実施本部総務係は、引き継いだ拾得物を盗難、紛失等の事故がないよう、あらか

じめ定められた保管場所に保管する。ただし、貴重品については、速やかに実行委

員会に引き継ぐものとする。

（４）競技会終了後の遺失物及び拾得物の取扱いは、実行委員会において行う。

３ 届出の処理

（１）拾得物の届出を受けた場合は、拾得物受理書（様式第１号）に必要事項等を記入

の上、拾得者に対して拾得物受理書（控え）を交付するとともに、拾得物一覧簿（
様式第２号）に記入し、拾得物に拾得物個票（様式第３号）を貼付けして一時保管
する。

（２）遺失物の届出を受けた場合は、遺失物届出書（様式第４号）の提出を受け、遺失

者に対し、遺失物届出を受理した旨を伝え、届出番号を教示するとともに、遺失物

一覧簿（様式第５号）に必要事項を記入の上、拾得物一覧簿（様式第２号）と照合

し、該当する物件がなかった場合は、当該遺失者に対して、所轄警察署に届け出る

よう説明する。

４ 遺失物の返還及び拾得者への通知

（１）遺失者に遺失物を返還する場合は、運転免許証等で遺失者本人であることを確認

するとともに、遺失物受領書（様式第６号）を作成し、署名を受ける。
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（２）遺失者の代理人に遺失物を返還する場合は、運転免許証等で遺失者の代理人であ

ることを確認するとともに、遺失者に電話で確認の上、遺失物受領書（様式第６号）

を作成し、署名を受ける。

（３）拾得者が報労金請求権を取得した場合は、実行委員会が拾得物返還通知書（様式

第８号）を作成し、拾得者に通知する。

５ 拾得物の引継ぎ及び警察署への提出等

（１）実施本部総務係長は、競技会終了までに遺失者が判明しない場合は、拾得物を実

行委員会に引き継ぐ。ただし、実施本部総務係長は、拾得の翌日から起算して７日

以内に所轄警察署に引き継ぐ必要があるため、この時期を失しないように留意する。

（２）実行委員会は、実施本部総務係長から引き継いだ遺失者が判明しない拾得物を、

拾得の翌日から起算して７日以内に、拾得物届出書（様式第９号）を添えて所轄警

察署に引き継ぐ。

（３）実行委員会は、拾得物を所轄警察署に引き継いだ後に、遺失の申し出があった場

合は、所轄警察署に引き継いだ旨を申出者に、遺失の申し出があった旨を所轄警察

署に伝える。

６ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における遺失物・拾得物の取扱いについて

は、必要に応じてこの要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、遺失物・拾得物の取扱いについて必要な事項は、

別に定める。

（３）第２６回全国障害者スポーツ大会における遺失物・拾得物の取扱いについては県

と協議の上決定し、実施する場合はこの要項を準用する。
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様式第１号 競技名（種別） 受理会場

拾 得 物 受 理 書

※太枠内部分は、原則、拾得者に記入していただくこと（自署については必ず本人記入とする。）。

受 理 番 号 第 号

受 理 日 時 年 月 日（ ） 時 分

拾 得 日 時 年 月 日（ ） 時 分頃

拾 得 場 所

拾得者

住 所
〒

氏 名
フリガナ

電話
自宅

日中連絡先

物

件

現

金

総 額 金 額 内 訳

円

金種 数 金種 数 金種 数 金種 数 金種 数

10,000円 5,000円 2,000円 1,000円 500円

100円 50 円 10 円 5 円 1 円

物

品

種 類 特徴等（形状・模様・材質等） 点 数

権利放棄

の意思

上記の物件に対する
□ 一切の権利を放棄します。 □ 権利を放棄しません。
□ 費用を請求する権利を放棄します。
□ 報労金の請求権を放棄します。
□ 所有権を取得する権利を放棄します。

年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 殿

拾得者氏名 （自署）

氏名等告知の同意
遺失者に対して氏名・住所・電話番号を告知することの同意

□ 有 □ 無

拾得物返還通知書の希望
拾得物件を遺失者に返還した旨の通知を受けることの希望

□ 有 □ 無 ※一切の権利を放棄する場合以外に記入

拾得者の権利 □ 有権 □ 棄権 □ 失権 □ 無権

備 考
上記の物件を預かりました。

年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長

拾得取扱担当者氏名 （自署）

※拾得取扱担当者氏名がないものは無効
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注意事項

１ この拾得物受理書（写し）は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会及び日

向警察署から通知があった場合、確認に必要ですから紛失しないように大切に保管してく

ださい。

２ 拾得者は、物件の交付、提出又は保管に要した費用がある場合、その費用を請求する権利

があります（権利放棄された方は該当しません）。

３ 拾得者は、拾得物の評価額の５～２０％の２分の１の範囲内で報労金を受け取ることがで

きます（権利放棄された方は該当しません）。

４ 遺失者がわからないときは、本日から７日以内に日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市

実行委員会から日向警察署へこの物件を提出します。なお、日向警察署への提出後、さら

に３か月を経過しても遺失者がわからないときは、あなたが所有権を取得できます（権利

放棄された方は、該当しません）。

ただし、個人情報の記録された物件については、所有権を取得することはできません。

５ 詳細につきましては、日向警察署へ問い合わせてください。あなたがこの物件を受け取る

ことができる期間は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会が日向警察署へ届

出した翌日から３か月を経過した日から２か月です。この期間を過ぎると所有権がなくな

りますので、ご注意ください。

６ 日向警察署の連絡先

◯ 所 在 地 〒883-0052 宮崎県日向市鶴町 2丁目 1-13

◯ 電話番号 0982-53-0110
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様式第２号 競技名（種別） 受理会場

拾 得 物 一 覧 簿

※ 受理番号については、拾得物受理書の受理番号と同一となるよう、競技開始日からの通し番号を記載してください。

受理

番号
受理日時 拾得日時 拾得場所

拾得物（種類及び特徴等） 拾得取扱担当者氏名

備 考

現 金
物 品

（形状・模様・材質等）
返還取扱担当者氏名

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ
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様式第３号

拾 得 物 個 票

受理番号 第 号

受理日時
年 月 日

時 分

拾得日時
年 月 日

時 分頃

拾得者

物 件

現金

物品

拾得取扱担当者氏名
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様式第４号 競技名（種別） 受理会場

遺 失 物 届 出 書

※太枠内部分 は、原則、 遺失者に記 入していただくこと（自署については必ず本人記入とする。）。

※拾得物一覧簿（様式第２号）と照合し、該当する物件がなかった場合は、当該遺失者に対して、

日向警察署へ届け出るように説明すること。

届 出 番 号 第 号

届 出 日 時 年 月 日（ ） 時 分

遺 失 日 時 年 月 日（ ） 時 分頃

遺 失 場 所

遺失者

住 所 〒

フリガナ

氏 名

電 話 自 宅 （ ） 日中連絡先 （ ）

物 件

現 金 （総 額） 円

物 品

種 類 特徴等（形状・模様・材質等） 点 数

備 考

上記の旨について，誤りがないことに同意します。

年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 殿

署名 （自署）

拾得物一覧簿（様式第２号）に該当する物件があった場合

返還取扱担当者氏名 拾得物受理番号 第 号

処 理
□ 遺 失 者 本 人 に 連 絡 年 月 日 時 分

□ 遺失者に返還（郵送の場合は着払い） 年 月 日 時 分

拾得者の氏名等告知

の同意がある場合
□ 拾 得 者 の 氏 名 等 告 知 年 月 日 時 分

拾得者が権利を

放棄しない場合

□ 拾 得 者 の 権 利 説 明 年 月 日 時 分

□ 拾得者への返還通知書の送付 年 月 日 時 分

□ 拾得者への返還通知希望無し
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様式第５号 競技名（種別） 受理会場

遺 失 物 一 覧 簿

※ 届出番号については、重複した番号とならないよう競技開始日からの通し番号で記載してください。

届出

番号
届出日時 遺失日時 遺失場所

物件（種類及び特徴等） 受理取扱担当者氏名

備 考

現 金 物 品
形状・模様・

材質等
返還取扱担当者氏名

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ
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様式第６号 競技名（種別） 受理会場

遺 失 物 受 領 書

※太枠内部分は、原則、遺失者に記入していただくこと（自署については必ず本人

記入とする）。

拾得物受理番号 第 号

拾

得

物

件

現 金 金 円

物 品

種 類 特徴等（形状・模様・材質等）

上記の物件を受領しました。

年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 殿

住 所 〒

氏 名

（自署）

電 話

（ ）

返還時本人確認方法
□ 運転免許証 □ 健康保険証 □ 個人番号カード

□ その他（ ）

返還取扱担当者氏名
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様式第７号

年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 殿

委 任 状

【代理人（受取りに来られる方）】

住 所 〒

氏 名

委任者との関係

わたしは上記を代理人と定め、遺失物の受取り及び拾得者への氏名・住所・電話番

号の告知の同意に係る一切の権限を委任します。

【委任者（頼む方）】

住 所 〒

氏 名 印

電 話 番 号 （ ）
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様式第８号

年 月 日

様

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長

拾 得 物 返 還 通 知 書

年 月 日に、あなたから拾得の届出がありました物件（受理番

号 ）は、 年 月 日に遺失者へ返還しましたので通知いたします。

なお、遺失物法の規定によるあなたの権利等については下記のとおりです。

記

※遺失者に対し、速やかにあなたへ支払いをするよう説明してあります。

該当の有無 権 利 内 容 備 考

□ 費 用

物件の交付、提出又は保管に要した

（※）費用がある場合、その費用を請求で

きます。 物件が遺失者に返還された後１か月

□ 報労金

物件の価格の５％から 20％の２分

の１の範囲内に相当する額の報労金

を請求できます。

を経過したときは、請求することが

できません。

所有権

日向警察署へ物件を提出後、３か月 遺失者が判明したため、取得できま

を経過しても遺失者が判明しない場 せん。

合、その所有権を取得できます。

□
権利の放棄、喪失等により、いずれの権利もあ

りません。

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 日向市実行委員会

所 在 地 〒883-0046 宮崎県日向市中町 3番 16 号

電話番号 0982-52-5901
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様式第９号

年 月 日

拾 得 物 届 出 書

警察署長 様

下記の物件を拾得したので届け出ます。なお、本市実行委員会は一切の権限を放棄します。

競技名（種別） 受理会場 会場住所

住所 日向市本町１０番５号

事務所名

代表者名

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会

会長

担当者氏名（自筆）

連絡先 0982-52-5901

拾得

受理番号

物件の種類及び特徴等
拾得者の氏名・住所等 権利等 拾得日時・場所 交付日時・場所 備考

現金（内訳） 物品

合計

円

氏名又は名称

住所又は所在地

電話番号その他連絡先

□有権

□費用請求権

□報労金

□所有権

□棄権

□失権

□無権

月 日

時 分頃

場所

月 日

時 分

場所
（金種内訳）

氏名等の告知の同意

□有 □無

合計

円

氏名又は名称

住所又は所在地

電話番号その他連絡先

□有権

□費用請求権

□報労金

□所有権

□棄権

□失権

□無権

月 日

時 分頃

場所

月 日

時 分

場所
（金種内訳）

氏名等の告知の同意

□有 □無
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市保険加入要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ」(以下「大会」という。)において、日本の

ひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会(以下「実行委員会」という。)が加入す

る保険について、必要な事項を定める。

２ 契約

実行委員会は、損害保険会社等と当該保険契約を締結する。

３ 保険内容

実行委員会は、必要に応じて損害賠償責任保険および傷害保険に加入するものとし、

保険の対象となる事故は、次の各号の掲げるとおりとする。

（１）損害賠償責任事故

大会期間中に第三者に対して損害を与え、かつ、被害者から損害賠償を求められ、

法律上の損害賠償責任を負う事故をいい、損害の種類により次に掲げるものに分類

する。

① 施設賠償事故

競技会場、練習会場、駐車場、案内所等および会場内外に設置する看板や仮設物

等、実行委員会が所有し、管理運営するものの不備または競技会運営上の過失か

ら生じた事故により、第三者の生命、身体、所有物に損害を与え、法律上の損害

賠償責任を負う事故をいう。

② 医師等賠償事故

実行委員会が管理運営する救護所等での医師または看護師等の医療行為および

看護業務等により、第三者の生命、身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を

負う事故をいう。

③ 生産物賠償事故

実行委員会が提供した飲食物に起因して、第三者に損害を与え、法律上の損害

賠償責任を負う事故をいう。

④ 受託物賠償事故

実行委員会が借り受けた第三者の財物を損壊させたことにより、法律上の損害

賠償責任を負う事故をいう。

⑤ 競技会補助員賠償責任事故

競技会補助員の活動中の偶然の事故に起因して第三者に損害を与えたことによ

り、法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。

（２）傷害事故

大会役員、競技会役員、競技役員、競技補助員、競技会補助員、医師および看護

師等の大会従事者が、大会の開催準備業務もしくは開催業務に従事しているとき、
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または当該業務に従事するため自宅もしくは宿泊所を出てから帰宅するまでの往

復途上および会場間の移動中において発生した偶然の事故により、生命または身体

に生じた事故をいう。

４ 適用除外

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事故については、保険の対象外とする。

（１）損害賠償責任事故

① 故意による事故

② 地震、台風等の天災による事故

③ その他保険約款上に定めのあるもの

（２）傷害事故

① 被保険者の故意による事故

② 地震、台風等の天災による事故

③ 保険対象者の疾病、心神喪失による事故

④ 保険対象者の自殺、犯罪行為による事故

⑤ その他保険約款上に定めのあるもの

５ 事故報告

（１）競技会係員は、大会期間中に事故が発生したときは、速やかに実行委員会に事故

報告書（様式第１号）を提出するものとする。

（２）実行委員会は、前項の報告を受理した場合は、速やかにその旨を保険会社に連絡

し、所定の手続きを行う。

６ その他

（１）この要項に定めのない事項は、当該保険契約に係る賠償責任保険普通保険約款、

傷害保険普通保険約款、特別約款および特約条項の定めるところによる。

（２）日向市で開催する競技別リハーサル大会における保険加入の取扱いについては、

必要に応じてこの要項を準用する。

（３）この要項に定めるもののほか、保険の加入について必要な事項は別に定める
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様式第１号

事 故 報 告 書
令和 年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 様

報告者

【物損事故の場合】

【損害事故の場合】

事故発生日時 令和 年 月 日（ ） 時 分頃

事故発生場所

事故発生状況

（できるだけ詳しく）

被
害
物

被 害 物 名

被 害 状 況

被害物の写真 【有 ・ 無】 撮影者氏名

所
有
者

住 所

氏 名

Ｔ Ｅ Ｌ （ ） ―

負
傷
者

参 加 区 分

（該当を〇で囲む）

選手・監督・役員・競技補助員

競技会補助員・医師・看護師等・一般観覧者

その他（ ）

住 所

氏 名 年齢 歳

Ｔ Ｅ Ｌ （ ） ―

医
療
機
関

名 称

Ｔ Ｅ Ｌ （ ） ―

担 当 医 師

傷
害
内
容

傷 病 名

症状・程度など
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市リハーサル大会ボランティア業務計画（案）

１ 目的

この計画は、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市民運動基本計画」に基づき、

本市で開催する競技別リハーサル大会（以下「リハーサル大会」という。）の運営に携

わる競技会運営ボランティア（以下「ボランティア」という。）の業務を定める。

２ 活動予定

ボランティアが活動を予定するリハーサル大会は、次のとおりとする。

３ 活動内容

ボランティアの活動内容は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市ボランティア

募集要項に基づき、次のとおりとする。

競技名 会 期 会 場

ビーチバレーボール
令和８年６月２７日（土）

～２８日（日）
お倉ヶ浜海岸特設会場

ソフトボール
令和８年９月１２日（土）

～１４日（月）
お倉ヶ浜総合公園野球場

軟式野球
令和８年１０月３１日（土）

～１１月２日（月）
お倉ヶ浜総合公園野球場

バスケットボール
令和９年２月１９日（金）

～２１日（日）

日向市総合体育館

宮崎県立日向高等学校

区 分 主な活動内容

会場受付 競技会場での受付、資料配布

案 内 競技会場等での案内、情報提供

休 憩 所 休憩所におけるおもてなし

弁当配布 弁当の配布、空き箱の回収

会場整理 競技会場における会場準備、来場者の誘導、駐車場等整理の補助

環境美化 競技会場内外の美化、清掃活動

広報活動 イベント等における大会等のＰＲ活動

そ の 他 その他競技会運営に関する活動
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提出日 年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ
日向市ボランティア登録申込用紙【個人】

（提出先）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 西村 賢 様

【個人情報について】
応募された方の個人情報は、日本のひなた宮崎国スポにおけるボランティア運営のために使用し、
本人の同意なく、その他の目的には使用しません。日向市個人情報保護条例をはじめ、関係法令の規
定に基づき、適正に管理・保護します。ボランティア登録作業等に当たり、業務委託先に個人情報を
提供する場合があります。また、ボランティア活動中の写真・動画など事前に了解を得ず SNS・メデ
ィア等に掲載する事があります。
※申込時点で１８歳未満の方は、別紙保護者同意書を添付してください。
※ご提出いただいた申込書はお返しできませんので、コピー等を保管してください。

氏 名

フリガナ

生年月日
（西暦）

年 月 日

（ 歳）

住 所
〒 ―

※建物名・部屋番号もご記入ください。

電話番号
（ ） ―

※日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。

緊急連絡先

フリガナ

電話番号
（携帯番号）

（ ） ―

※左記の方へ活動日に連絡が
とれる電話番号をご記入く
ださい。

氏 名

※ご本人以外で緊急時に確実に連絡がとれる方。
※必ずご記入ください。

E-mail ＠

希望する業務

１．（ ）、２．（ ）、３．（ ）
※下記より希望の業務を３つ選んで番号を記入してください。特に希望がない場
合は、⑥と記入してください。ただし、ご希望に沿えない場合があります。
①受付・案内 ②休憩所・弁当配布 ③会場整理 ④環境美化 ⑤広報活動
⑥特に希望なし

リハーサル大会
ボランティア活
動について

リハーサル大会(令和 8年 6月～令和 9年 2月)でのボランティア活動について、

該当すする方にチェックをお願いします。

□活動できる □活動できない

県実行委員会へ

の情報提供につ

いて

県実行委員会でも、総合開閉会式や総合案内所での大会運営ボランティアを募集
しています。県実行委員会の要請に応じて、あなたの個人情報を提供することに
同意されますか。詳しくは、県実行委員会にお問合せください。

□同意します □同意しません

登録番号

※実行委員会記入欄
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提出日 年 月 日

（提出先）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 西村 賢 様

ボランティア参加同意書

以下の者について日本のひなた宮崎国スポ日向市大会運営・広報ボランティアに申し込

み、その活動などへ参加することに同意します。

参加者氏名

生年月日

（西暦）
年 月 日（満 歳）

保護者氏名
※18 歳未満の方は、保護者の方ご本人が署名をお願いいたします。

続柄

緊急連絡先

【問い合わせ先】

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会事務局

（日向市経済戦略部国スポ・障スポ推進課内）

〒883-0046 宮崎県日向市中町 3番 16 号

TEL：0982-52-5901 FAX0982-52-5907

e-mail:koku-shouspo2027@hyugacity.jp

別 紙
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提出日 年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ
日向市ボランティア登録申込用紙【団体】

（提出先）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ
日向市実行委員会 会長 西村 賢 様

●代表者の方

【個人情報について】
応募された方の個人情報は、日本のひなた宮崎国スポにおけるボランティア運営のために使用し、
本人の同意なく、その他の目的には使用しません。日向市個人情報保護条例をはじめ、関係法令の
規定に基づき、適正に管理・保護します。ボランティア登録作業等に当たり、業務委託先に個人情
報を提供する場合があります。また、ボランティア活動中の写真・動画など事前に了解を得ず
SNS・メディア等に掲載する事があります。
※団体申込の場合は、活動日・場所・内容について、原則として代表者へ連絡をさせていただきま
す。各登録者への連絡は代表者からお願いします。
※応募時、未成年(18 歳未満)の方が参加される場合は、別紙同意書が必要となります。

団体名

フリガナ

氏 名

フリガナ

生年月日
（西暦）

年 月 日

（ 歳）

住 所

〒 ―

※建物名・部屋番号もご記入ください。

代表者の方の
活動有無

参加メンバーとして活動

（ する ・ しない ）

電話番号 （ ） ―
※日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。

緊急連絡先

フリガナ

電話番号
（携帯番号）

（ ） ―

※左記の方へ活動日に連絡が
とれる電話番号をご記入く
ださい。

氏 名

※ご本人以外で緊急時に確実に連絡がとれる方。
※必ずご記入ください。

E-mail ＠

希望する業務

１．（ ）、２．（ ）、３．（ ）
※下記より希望の業務を３つ選んで番号を記入してください。特に希望がない
場合は、⑥と記入してください。ただし、ご希望に沿えない場合があります。
①受付・案内 ②休憩所・弁当配布 ③会場整理 ④環境美化 ⑤広報活動
⑥特に希望なし

リハーサル大会
ボランティア活
動について

リハーサル大会(令和８年6月～令和9年2月)でのボランティア活動について、
該当する方にチェックをお願いします。

□活動できる □活動できない

県実行委員会へ
の情報提供
について

県実行委員会でも、総合開閉会式や総合案内所での大会運営ボランティアを
募集しています。県実行委員会の要請に応じて、あなたの個人情報を提供する
ことに同意されますか。詳しくは、県実行委員会にお問合せください。

□同意します □同意しません

登録番号

※実行委員会記入欄
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提出日 年 月 日

●活動されるメンバー

※団体で 21人以上になる場合はコピーしてご使用ください。
※ご提出いただいた申込書はお返しできませんので、コピー等を保管してください。

NO 氏 名 フリガナ 生年月日（西暦）
ボランティア経験の

有無

① 有 ・ 無

② 有 ・ 無

③ 有 ・ 無

④ 有 ・ 無

⑤ 有 ・ 無

⑥ 有 ・ 無

⑦ 有 ・ 無

⑧ 有 ・ 無

⑨ 有 ・ 無

⑩ 有 ・ 無

⑪ 有 ・ 無

⑫ 有 ・ 無

⑬ 有 ・ 無

⑭ 有 ・ 無

⑮ 有 ・ 無

⑯ 有 ・ 無

⑰ 有 ・ 無

⑱ 有 ・ 無

⑲ 有 ・ 無

⑳ 有 ・ 無
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提出日 年 月 日

（提出先）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 西村 賢 様

ボランティア参加同意書

以下の者について、日本のひなた宮崎国スポ日向市大会運営・広報ボランティアに申し込

み、その活動などへ参加することに同意します。

参加者氏名

生年月日

（西暦）
年 月 日（満 歳）

保護者氏名
※18歳未満の方は、保護者の方ご本人が署名をお願いいたします。

続柄

緊急連絡先

【問い合わせ先】

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会事務局

(日向市経済戦略部国スポ・障スポ推進課)

〒883-0046 宮崎県日向市中町 3番 16 号

TEL：0982-52-5901 FAX0982-52-5907

e-mail:koku-shouspo2027@hyugacity.jp

別 紙
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広報活動
環境美化会場整理

休憩所・
弁当配布

受付・
案内

活動日

報酬等

保険等

原則１日単位で複数日の参加も可能です。
活動日や場所は活動希望調査票を参考に決定します。

募集情報の
詳細はこちら

koku-shouspo2027@hyugacity.jp

☎️ 0982-52-5901

〒883-8555 日向市本町10番５号

ご 応 募 ・ お 問 い 合 わ せ

一 緒 に 大 会 を 盛 り 上 げ よ う ！

大募集!ボランティア

研修会・活動にかかる報酬は無償とし、ボランティア
用服飾及び弁当は必要に応じて支給します。

実行委員会の負担で「傷害保険」及び「損害賠償責任
保険」に加入します。

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会

（日向市経済戦略部国スポ・障スポ推進課内）

　【会期】
　 令和９年９月２６日(日)～
　　　　　　　　１０月６日(水)

日向市
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活動内容

区分 活動内容

受付・案内 競技会場内での受付・案内、資料配布、情報提供

休憩・弁当配布所
休憩所におけるおもてなし、

弁当の配布、空き箱の回収

会場整理
競技会場における会場準備、来場者の誘導、駐車

場等整理の補助

環境美化 競技会場内外の美化、清掃活動

広報活動 イベント等における大会等のＰＲ活動

募集期間

応募要件

活動期間

令和８年２月２日(月)～募集人数に達するまで

　平成27年４月１日以前(令和９年度に中学生以上)に生まれた方
で、次の各号のいずれかに該当すること。
ただし、応募時点で18歳未満の方の申し込みについては、保護者
の同意を得るものとする。
 (１)本市に在住、通勤、通学している個人
 (２)本市に活動拠点を有する団体
 (３)上記以外に、実行委員会が必要と認めた個人及び団体
 ※応募時点で18歳未満の申込については、保護者の同意が必要で
す。

ボランティア登録後から大会終了(令和９年１０月６日)まで

※リハーサル大会を含む
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市歓迎装飾・おもてなし実施要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市観光・おもてなし基本計画」

に基づき、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」に参加する選手・監督、役員、視察員、

報道員その他関係者及び一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）を歓迎し、高揚

感を感じられる装飾、大会参加者等に「また訪れたい」と思っていただけるおもてな

しの提供について、必要な事項を定める。

２ 実施内容

（１）歓迎装飾

① 装飾場所

競技会場、主要駅その他必要と認められる場所に設置する。

② 装飾内容

のぼり旗、看板、横断幕等を設置する。設置の際は景観等に配慮し、効果的な装

飾になるよう努める。

③ 装飾期間

施設管理者等と協議の上、装飾ごとに適切な期間を定める。

④ 装飾の撤去

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会が必要と認めるものを除き、

大会終了後、速やかに行う。

（２）おもてなし

① 競技会場において、大会参加者等に本市の魅力を発信するコーナーを設置する。

② 接遇意識を高めるため、競技会係員やボランティア等に対し、必要な研修を行

う。

３ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における歓迎装飾・おもてなしについては、

必要に応じてこの要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、歓迎装飾・おもてなしの実施について必要な事項

は、別に定める。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市案内所・休憩所設置運営要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市観光・おもてなし基本計画」

に基づき、日向市で開催される「日本のひなた宮崎国スポ」において、参加する選手、

監督、役員、視察員、報道員、その他関係者および一般観覧者（以下、「大会参加者

等」という。）に対し、競技、宿舎、交通、観光、物産等の案内を行う案内所および憩

いの場・交流の場を提供するための休憩所の設置ならびに運営に関して必要な事項を

定める。

２ 設置場所

案内所および休憩所は、原則として各競技会場に設置する。

３ 設置期間

案内所および休憩所の設置期間は、原則として各競技会の開始日から終了日までと

する。

４ 開設時間

案内所ならびに休憩所の開設時間は、原則として、開会行事または競技開始１時間

前から競技終了または閉会行事終了後３０分までとする。

５ 業務内容

（１）案内所

① 大会参加者等の受付案内および資料等の配布に関すること

② 競技の案内に関すること

③ 交通、宿泊および観光、物産等の案内に関すること

④ 案内資料等の配布に関すること

⑤ 迷子、遺失物、拾得物の取扱に関すること

⑥ その他各種案内に関すること

（２）休憩所

① 必要に応じて行う、大会参加者等への飲食物の提供に関すること

② その他、休憩所運営に関すること

６ その他
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（１）競技別リハーサル大会における案内所および休憩所の設置・運営については、必

要に応じて、この要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、案内所および休憩所の設置・運営について必要な

事項は、別に定める。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市売店設置運営要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市観光・おもてなし基本計画」

に基づき、「日本のひなた宮崎国スポ」において、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日

向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が実施する売店の設置および運営につ

いて、必要な事項を定める。

２ 設置場所

原則として各競技会場に設置する。ただし、実行委員会は、必要に応じて設置場所

を変更することができる。

３ 設置期間

各競技会の開催期間中とする。ただし、実行委員会は、必要に応じて設置期間を変

更することができる。

４ 開設時間

原則として競技開始１時間前から競技終了後３０分までとする。ただし、実行委員

会は、必要に応じて開設時間を変更することができる。

５ 出店数、位置及び規模

出店数及び出店位置は、実行委員会が決定し、出店規模は、１店舗あたり約２０㎡

（２×３間のテント相当）とする。ただし、実行委員会は、必要に応じてこれを変更

することができる。

６ 販売品目

売店の業種は、大会参加者の便宜を図るもの、日向市の特産品等を紹介するもの、

その他実行委員会が認めるものとし、売店における販売品目は、次に挙げる範囲のも

のとする。

（１）大会記念グッズ

（２）スポーツ用品

（３）郷土物産品および土産品

（４）飲食物（アルコール飲料を除く。）

（５）宅配便

（６）その他実行委員会が認めたもの
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７ 運営設備等

出店に伴う設備等のうち、次に掲げるものについては実行委員会が準備する。その

他必要な設備等（発電機、給排水設備等）については、出店者が準備するものとする。

なお、実行委員会の許可を受けて対象火気器具等又は燃料等危険物を使用する出店者

にあっては、ブース内に必ず消火器を設置しなければならない。

（１）テント（２間×３間）１張以内（横幕を含む。）

（２）長机６台以内

（３）椅子４脚以内

８ 出店者の条件

売店の出店者は、次の各号のすべての条件を満たす者とする。

（１）次の条件のいずれかに該当する者

① 申請時に日向市内で１年以上店舗を有して営業を継続している者

② 競技団体の推薦があり、実行委員会が必要と認めた者

③ 第７６回国民体育大会（以下「国体」という。）以降の国体・国民スポーツ大会

および競技別リハーサル大会に出店実績がある者

④ その他実行委員会が認めた者

（２）次の条件を全て満たす者

① 各競技会の開催期間中、本要項で定める事項を遵守し、継続して出店すること。

② 法令等により許可または登録を必要とする営業については、当該許可または登

録を受けていること。

③ 当該出店業務に関する法令等に違反して、申請時より過去１年間に営業停止等、

重大な処分を受けていないこと。

④ 飲食物販売の出店者については、申請時より過去３年間に食中毒発生等による

行政処分を受けていないこと。

⑤ 納税義務が履行されていること。

⑥ 「日向市暴力団排除条例」第２条第２項または同条第３項に規定する者（以下

「暴力団員等」という。）でないこと。また、販売員として暴力団員等を使用し、

または雇用していないこと。

９ 経費の負担

（１）売店の運営に要する経費（発電機、給排水設備等の準備費用等）は、出店者が負

担する。

（２）出店料は無料とする。

10 出店申請

出店希望者は、実行委員会が定める期日までに、以下の書類を実行委員会に提出す

るものとする。

（１）売店出店申請書（様式第１号）

62



（２）売店出店概要書（様式第２号）

（３）売店従事者、搬入車両予定表および持込み備品調書（様式第３号）

（４）誓約書兼承諾書（様式第４号）

（５）市税の滞納のない証明書（写しでも可、該当者のみ）

（６）出店者および販売員の本人確認書類（運転免許証、パスポート等公的機関が発

行した顔写真付きで本人確認ができるものの写し）

（７）その他実行委員会が必要と認めるもの

11 出店者の選定

実行委員会は、前号に規定する申請があったときは、この要項に基づき、適当であ

ると認めた者を出店者として選定する。ただし、申請者が、次のいずれかに該当する

ときは、実行委員会は当該申請をした者を優先して出店者として選定し、これによる

ことができない場合は抽選により選定する。

（１）売店の取扱品目に係る業種別協議会、連合会、協同組合等の団体

（２）障害者就労施設等

（３）その他実行委員会が適当と認めた者

12 出店許可証の交付

実行委員会は、出店者として選定した者に対して、売店許可決定通知書（様式第５

号）及び売店出店許可証（様式第６号）を交付する。

13 保健所への手続き

臨時営業許可等を必要とする出店者については、売店許可決定通知書（様式第５号）

を受け取ったときは速やかに管轄保健所に必要な届出を行い、保健所の受付印が押さ

れた許可申請書の写しを実行委員会へ提出しなければならない。

14 管理運営

（１）売店における販売品および売店備品等の管理は、出店者の責任において行うもの

とし、火災、盗難、その他不可抗力による災害に対しても、実行委員会は一切責任

を追わない。

（２）出店者は、売店責任者を定め、売店設置期間中常駐させるものとする。

（３）売店責任者に変更があったときは、直ちに実行委員会に報告しなければならない。

（４）売店責任者は、実行委員会が競技会に置く係員（以下「係員」という。）の指示

に従い、当該売店の管理運営にあたらなくてはならない。

（５）飲食物を取り扱う売店責任者は、調理・保管、販売等が衛生的に行われるよう十

分配慮し、従事者の指導に努めなければならない。

15 禁止事項

出店者およびその従事者は、次に掲げる行為をしてはならない。
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（１）出店者の権利を第三者に譲渡もしくは転貸し、または管理運営を委託すること。

（２）指定された場所以外で立ち売りおよび呼び込み販売をすること。

（３）指定された場所以外で飲食物の調理・加工等をすること。

（４）許可された販売品目以外のものを販売すること。

（５）アルコール飲料の販売および試飲を含む無償提供をすること。ただし、試飲を含

む無償提供をせず、実行委員会が郷土物産品と認めたものはこの限りではない。

（６）危険物を販売および無償提供すること。

（７）拡声器や音響機器類を使用すること。

（８）実行委員会の許可を受けていない火気器具および燃料等危険物を使用すること。

（９）その他大会運営に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

16 遵守事項

出店者およびその従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）実行委員会が交付する売店出店許可証を店頭の見やすい位置に掲示すること。

（２）売店およびその周辺の清掃は、出店者の責任のもとに行い、発生したごみは毎日

持ち帰り、環境美化に努めること。

（３）販売品には、関係法令等の定めるところにより、適切な表示を行い、販売価格を

明示すること。

（４）売店の装飾は、販売品等を表示する看板等を主体とし、宣伝広告用のものは掲示

しないこと。

（５）販売品等の搬入または搬出に使用する車両には、実行委員会が交付する駐車許可

証を指定された位置に掲示すること。なお、原則として搬入車両は１売店につき１

台とする。

（６）販売品等の搬入、陳列および搬出は、大会運営に支障をきたさないよう、実行委

員会が指示する時間内に完了させること。

（７）服飾は、清潔な衣服を着用し、実行委員会が交付するＡＤカードを着用すること。

（８）接客にあたっては、おもてなしの心を持ち、親切で丁寧な対応を心掛けること。

（９）飲食物を販売する売店は、食品衛生関係法令を遵守するとともに、保健所の指導

に従うこと。

（10）天候の悪化等の事情により、実行委員会がやむを得ず危険回避等のために撤去命

令等の指示を出したときは、その指示に従うこと。

（11）従事者の変更、追加、削除等があった場合には、直ちに実行委員会に報告するこ

と。

（12）関係法令等を遵守し、施設管理者、実行委員会の指示に従うこと。

17 事故発生時の対応

売店において、事件又は事故が発生したときは、売店責任者は、初期対応にあたる

とともに、実施本部に直ちに連絡し、その指示に従うものとする。また、不審者又は

不審物を発見したときは、売店責任者は直ちに実施本部に報告するとともに、その指
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示に従うものとする。

18 許可の取消し

実行委員会は、出店者が次のいずれかに該当したときは、直ちに売店出店許可を取

り消し、撤去命令を出すことができる。なお、この場合において、出店者は、実行委

員会に対して損害賠償を請求することはできない。

（１）関係法令及びこの要項に違反したとき。

（２）売店出店許可証の交付を受けた者が、虚偽の申請又は不当な手段により許可を受

けたことが判明したとき。

（３）保健所からの指示があったとき。

（４）その他実行委員会が売店の運営管理において不適当と認めたとき。

19 原状回復

出店者は、設置期間終了後、速やかに出店に要した物品等を搬出し、原状回復をし

た後、実施本部の確認を受けなければならない。この場合において、出店者が原状回

復を怠ったときは、実行委員会が当該出店者に代わって原状回復を行い、要した費用

を当該出店者に請求することができる。

20 損害賠償

出店者（従事者を含む。）は、競技会場内の施設又は第三者に対して損害を与えた

ときは、その損害賠償の責任を負うものとする。

21 補填及び補償

（１）出店者は、収益が得られなかった場合でも、その損害を実行委員会に請求するこ

とはできない。

（２）出店者は、天候不良（自然災害を含む。）等実行委員会が予測できない理由によ

り、出店が中止又は縮小になった場合でも、出店準備で生じた経費等を実行委員会

に請求することはできない。

22 その他

(１) 競技別リハーサル大会における売店については、この要項に準じて実施し、各競

技会の規模等に応じて運用する。

(２) この要項に定めるもののほか、売店の設置運営に関して必要な事項は別に定める。
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（様式第 1号）

年 月 日

（あて先）

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 様

申請者住所

商号又は名称

代表者役職名

及び氏名

電話番号

売 店 出 店 申 請 書

日本のひなた宮崎国スポにおいて、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行

委員会が運営する競技会場内に売店を出店したいので、日本のひなた宮崎国スポ・障

スポ日向市売店設置運営要項第 10 の規定に基づき申請します。

記

１ 出店希望会場 （競技名： ）

２ 出店期間 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）

３ 出店希望形態 張（１テント２間×３間）・その他( )

４ 添付書類

・売店出店概要書（様式第２号）

・売店従事者及び搬入車両予定表（様式第３号）

・誓約書兼承諾書（様式第４号）

・営業に関する保健所の営業許可証又は届出済証の写し

・市税の滞納のない証明書（写しでも可、該当者のみ）

・売店責任者及び従事者の本人確認書類

（運転免許証、パスポートの写しなど、顔写真のある公的機関が発行したもの）

５ その他

本申請書（添付書類含む）は、出店を希望する会場ごとに提出してください。
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（様式第２号）

売 店 出 店 概 要 書

※会場ごとに記入してください。

※足りない場合は、別紙に追加してください。

ふ り が な

商 号 又 は 名 称

ふ り が な

代表者役職名及び氏名

代 表 者 生 年 月 日 年 月 日

所 在 地
〒

連 絡 先 【電話】 【FAX】

出 店 担 当 者 【氏名】 【電話】

業 種

主 要 取 扱 品 名

（該当品目を〇で囲んでくださ

い。）

大会記念グッズ ・スポーツ用品 ・郷土物産品および土産品 ・

飲食物 ・宅配便 ・ その他（ ）

国スポ等出店実績 有（ ）・無

営 業 開 始 年 月 日 年 月 日 従業員数 人

営業に関して取得した

許 可 等 の 種 類

種 類 番 号 取得年月日

年 月 日

過去１年間法令違反等

処 分 歴 の 有 無
有 ・ 無

過去３年間食中毒発生

事 故 歴 の 有 無
有 ・ 無

販売品目価格等一覧

NO 商品名 予定数量 販売価格 備考（承認番号等）

1

2

3

4

5

6

7

8
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（様式第３号）

売店従事者、搬入車両予定表及び持込み備品調書

※会場ごとに記入してください。

1 従事者名簿

※売店責任者及び従事者にはふりがなを記入してください。

２ 車両予定表

※車両の種類は、「２トントラック」、「軽トラック」などを記入してください。

※搬入・搬出のみに使用する場合は、「駐車場使用」の欄に〇をつけてください。

※駐車車両は原則１台ですが、会場によっては、駐車場を準備できない場合があります。

※ケータリングカーにて販売を行う場合は、車両サイズ等を記入してください。

３ 設営持込備品一覧表（実行委員会が設営する備品以外のもの）

※電源、火気の使用に伴う備品を使用する場合は記入してください。（発電機、プロパンガス等）

商号又は名称

出店希望会場 出店希望競技

従事日 売店責任者 従事者 従事者 従事者

月 日

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

月 日

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

月 日

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

月 日

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

月 日

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

車両の種類 車両ナンバー 駐車場使用 備考

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

備品名 規格等 持込目的
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（様式第４号）

年 月 日

（あて先）

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 様

申請者住所

商号又は名称

代表者役職名

及び氏名

誓 約 書 兼 承 諾 書

日本のひなた宮崎国スポにおいて、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行

委員会が運営する競技会場内への売店出店申請にあたり、次の項目について相違な

い旨を誓約します。また、誓約内容の確認のため、日本のひなた宮崎国スポ・障ス

ポ日向市実行委員会が本承諾書を以て関係官庁に調査、照会することを承諾しま

す。

１ 本申請及び許可後の申請にあたり、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市売店

設置運営要項を遵守します。

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に掲げる暴力団及び同条第３号に掲げる暴力団員並びにそれらの利益と

なる活動を行う者ではありません。

３ 販売員等として、暴力団員等を使用し、又は雇用していません。

４ 出店品目の販売において、出店業務に関する法令等に違反して、過去１年間に営

業停止等、重大な処分を受けていません。また、飲食物を販売する場合、過去３

年間に食中毒発生等による行政処分を受けていません。

（連絡担当者）

担当者所属：

担当者氏名：

電 話 番 号：

F A X：

E － m a i l：
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（様式第５号）

日国障実 第 号

年 月 日

商号または名称

代表者役職名及び氏名 様

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長

売 店 許 可 決 定 通 知 書

日本のひなた宮崎国スポにおいて、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行

委員会が運営する競技会場内の売店の出店について、下記の内容で決定となりまし

た。

また、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市売店設置運営要項第１３に基づ

き、臨時営業許可等を必要とする出店者については、令和 年 月 日

（ ）までに保健所の受付印が押された許可申請書の写しを提出してください。

記

１ 出 店 会 場 （競技名： ）

２ 出 店 形 態 テント（１張） ・ その他（ ）

３ 出店ブース数 張（テント販売のみ記入）

４ 出店許可期間 令和 年 月 日（ ）～ 月 日（ ）まで

【問い合わせ先】

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会事務局

（日向市経済戦略部国スポ・障スポ推進課内）

〒883-0046 宮崎県日向市中町 3番 16 号

電話番号：0982-52-5901

E-mail：koku-shouspo2027@hyugacity.j
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（様式第６号）

日国障実 第 号

年 月 日

商号または名称

代表者役職名及び氏名 様

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長

売 店 出 店 許 可 証

年 月 日付で申請があった日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実

行委員会が運営する競技会場内の売店の出店について、下記のとおり許可します。

記

許 可 番 号

商 号 又 は 名 称

代表者役職名及び氏名

出 店 許 可 会 場 （競技名： ）

出 店 許 可 期 間 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）

出 店 許 可 品 目

駐 車 許 可 台 数 台

遵 守 事 項

１ 本許可証を売店内に掲示すること。

２ 売店の設置運営に関しては日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日

向市売店設置運営要項を遵守すること。
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